
介護予防通所リハビリテーションサービス重要事項説明書 

 

令和６年８月１日改定 

 

 この「重要事項説明書」は、「高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関す

る基準を定める条例（令和３年高槻市条例第４２号）に定める指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（第１０条・第１１条）に基づ

き、介護予防通所リハビリテーションサービス提供契約締結に際して、事業者が

予め説明しなければならない内容を記したものです。 

 

１．介護予防通所リハビリテーションサービスを提供する事業者について     

事業者名称 

代表者氏名 

所在地 

連絡先 

医療法人 健和会 

理事長  徳本 光昭 

高槻市登町３３番１号 

０７２－６７３－７７２２ 

 

２．ご利用者へのサービスを担当する事業所について              

（１）事業所の所在地等 

 事業所名称 介護老人保健施設ふれあい 

 介護保険 

 指定事業者番号 
大阪府指定    第 ２７５０９８００５０ 号 

 事業所所在地 高槻市登町３３番２号 

 連絡先 ０７２－６７６－２０１１ 

 相談担当者名 支援相談員  

 事業所の通常の 

 事業実施地域 
高槻市・茨木市 

 

（２）事業の目的および運営方針 

事業の目的 

 

介護予防通所リハビリテーションの適正な運営を確保する

ために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業

所の医師、看護職員、介護職員、栄養士、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、支援相談員、介護支援専門員が、

要支援状態の利用者に対し、適切な介護予防通所リハビリ

テーションを提供することを目的とする。高齢者の自立を

支援し、その家庭への復帰をめざすとともに、高齢者の生

活と福祉の向上と施設の発展をめざす。 

 

運営方針 ① 利用者が要介護状態になった場合においても、心身の

状況、病状を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活が営む

ことができるよう、看護、医学的管理の下における介護

及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話
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を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家

族の身体的および精神的負担の軽減を図るものとする。 

② 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介

護支援事業所、地域包括支援センター、他の居宅サービ

ス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供す

る者との連携に努めるものとする。 

 

（３）サービス提供可能な日と時間帯 

営業日 月曜日から土曜日まで（１２月３１日～１月２日は休日） 

営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

 

（４）事業所窓口の営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から土曜日まで（１２月３０日～１月３日は休日） 

営業時間 午前８時３０分から午後４時３０分 

 

（５）事業所の定員 

定 員 １日 ６０名 

 

（６）事業所の職員体制 

事業所の管理者 徳本 光昭 

 

従業員の職種 定 数 員 数 職 務 内 容 

医 師 １人以上 １人以上 

医師は利用者の心身の状態の把握に努め、心理面

に配慮して、適切な説明を行い、また必要な検査、

投薬、処置等を行う。 

看護職員 １人 １人以上 
看護職員は、医師ならびに上長の命を受け利用者

の保健衛生並びに看護業務を行う。 

介護職員 ６人 ６人以上 
介護職員は、医師並びに上長の命を受け利用者の

日常全般にわたる介護業務を行う。 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

 

３人 

（０.６

人） 

５人以上 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師

並びに上長の命を受け利用者などに対するリハ

ビリテーション業務を行う。 

※従業員の員数については、変更することもあります。 

 

３．提供するサービスの内容                         

（１）サービス内容 

サービスの内容 

１．介護予防通所リハビリテーション計画の作成 

２．必要な医療、看護、介護による療養上の世話 

３．療養上必要な事項についての指導及び説明 

４．相談、援助 
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５．食事 

６．機能訓練、レクリエーション等 

７．入浴 

８．送迎 

９．リハビリ職員による訪問指導 

 

（２）介護予防通所リハビリテーションサービスの基本料金 

① 基本利用料（要介護認定による要支援の程度および利用時間によって利用料 

    が異なります。以下は、１月当たりの自己負担分です） 

 

 利用料 

１割 ２割 ３割 

要支援１ 2,418円 4,836円 7,253円 

要支援２ 4,507円 9,014円 13,521円 

 

（３）加算の料金 

加算項目 
料金 

算定要件 
１割 ２割 ３割  

退院時共同指導加算 640円 1,280円 1,919円 1回につき 

病院又は診療所に入院中の利用

者が退院にあたり、医師又は理

学療法士等が退院前カンファレ

ンスに参加し、退院時共同指導

を行った場合に加算されます。 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 160円 320円 480円 1月につき 

口腔機能が低下している等の利

用者に対し、個別的に実施され

る計画を作成し、評価、見直し

等口腔機能向上サービスを行っ

た場合に加算されます。 

サービス提

供体制強化

加算（Ⅰ） 

要支援 1 94円 188円 282円 
1月につき 

介護職員の総数のうち、勤続年

数１０年以上の介護福祉士の占

める割合が２５％以上の場合に

加算されます。 要支援 2 188円 376円 563円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の８．６％相当が加算されます。 

 

（４）その他の費用 

食材料費 教養娯楽費 

７４０円 

（非課税） 

１００円 

（非課税） 

※その他の自費負担つきましては、契約書・料金表をご参考ください。 
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４．利用料、その他の費用の請求および支払い方法について           

 

① 利用料、その他の 

費用の請求 

 

 

 

ア 利用料、その他の費用は利用者負担のあるサー

ビス提供ごとに計算し、利用のあった月の合計金

額により請求いたします。 

イ 請求書は、利用明細を記載し利用のあった月の

翌月１５日までにお渡しいたします。ただし、請

求額のない月はお渡しいたしません。 

 

 

 

② 利用料、その他の 

費用の支払い 

ア 請求月の月末までに、下記のいずれかの方法に

よりお支払いください。 

（１）利用者指定口座からの自動振替 

（２）事業者指定口座への振込み 

（３）現金支払い 

イ お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡

ししますので、必ず保管をお願いします。  

 

③ 利用料の変更手続き 

 

 

 施設が定める利用料について、経済状況の著しい変

化やその他やむを得ない事由がある場合、利用者に

対して変更を行う日の１ヶ月前までに説明を行い、

当該利用月を相当額に変更します。 

 

５．お休みなどをされる場合の相談窓口について                

利用者の事情により、お休み

などをされる場合は、右記の

窓口までご連絡ください。 

住所    高槻市登町３３番２号 

支援相談員  

電話番号  ０７２－６７６－２０１１ 

 

６．秘密の保持及び情報提供と個人情報の保護について                   

 

 

① 利用者等に関する

秘密の保持    

及び情報提供につ

いて 

 当事業者及び事業者の雇用する者は、サービス提供を

する上で知り得た利用者等に関する秘密を正当な理由な

く、第三者に漏らしません。 

 この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続

します。 

但し、例外として 

１．適切な病院もしくは診療所又は介護老人福祉施設等の
紹介の場合 

２．居宅介護支援事業所の紹介 

３．その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の
紹介について、利用者がサービスの提供を受けるため
に必要な限度で情報提供を行うことします。 
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② 個人情報の保護に

ついて 

 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議において、利用者等の個人情報を用

いません。 

 事業者は、利用者等に関する個人情報が含まれる記録

物については、管理者の注意をもって管理し、また処分

の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

〈肖像権について〉 

 当施設の、ホームページ・パンフレット・施設内外での研修、発表・掲示物・

広報誌などにおいて、ご利用者様の映像・写真を使用させていただきたい場合が

ございます。使用につきまして以下のいずれかに○をご記入ください。 

 
 

同意する   同意しない 
 

 

７．身体拘束の原則禁止について                        

１ 施設は、原則として当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護 

 するため、やむを得ない場合を除き身体的拘束その他利用者の行動を制限す 

る行為を行いません。 

 ２ 施設は、前項の身体拘束を行う場合には、次の手続きにより行います。 

  （１）家族または利用者に説明し、その他方法がなかったか改善方法を常に

検討します。 

  （２）身体拘束にかかる態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならび

に緊急やむを得なかった理由を記録します。 

  （３）身体拘束防止委員会を設置し、検討を重ねます。 

（４）職員に対する身体拘束防止を啓発・普及するための研修を実施しま 

す。 

８．虐待防止について                            

 １ 施設は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 介護長 市丸 直樹 

（２）虐待防止委員会を設置し、検討を重ねます。 

（３）職員に対する虐待を防止するための研修を実施します。 

（４）利用者及び家族からの虐待に関する苦情処理体制を整備します。 

 ２ 施設は、サービス提供中に当該施設または家族による虐待を受けたと思わ

れる入所者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

 

９．緊急時の対応方法について                        

サービス提供中に利用者に、緊急の事態が発生した場合、利用者の主治医に

ご連絡するとともに、予め指定する連絡先にも連絡をします。緊急の場合

は、協力医療機関への搬送をさせていただきます。 
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主

治

医 

利用者の主治医  

所属医療機関名称  

所在地及び電話番号  

家

族

等 

緊急連絡先の家族等  

住所及び電話番号  

協

力

医

療

機

関 

医療機関の名称 医療法人健和会 うえだ下田部病院 

院長名 閔 庚燁  

所在地及び電話番号 
高槻市登町３３番１号   

０７２－６７３－７７２２ 

診療科 
内科、外科、整形外科、脳神経外科、 

リハビリテーション科、リウマチ科 

救急指定の有無 有 

 

１０．サービス提供に関する相談、苦情について                

【事業者の窓口】 

医療法人 健和会 

介護老人保健施設 

ふれあい 

（市丸
いちまる

直樹
な お き

・黒木
く ろ き

早苗
さ な え

） 

所在地 

電話番号 

ファックス番号 

受付時間 

高槻市登町３３番２号 

０７２－６７６－２０１１ 

０７２－６７６－２０３０ 

午前８時３０分より午後４時３０分 

【市町村の窓口】 

高槻市役所 

長寿介護課 

所在地 

電話番号 

ファックス番号 

受付時間 

高槻市桃園町２番１号 

０７２－６７４－７１６６ 

０７２－６７４－５１３５ 

午前８時４５分より午後５時１５分 

【市町村の窓口】 

高槻市役所 

福祉指導課 

所在地 

電話番号 

ファックス番号 

受付時間 

高槻市桃園町２番１号 

０７２－６７４－７８２１ 

０７２－６７４－７８２０ 

午前８時４５分より午後５時１５分 

【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険 

団体連合会 

所在地 

 

電話番号 

受付時間 

大阪市中央区常磐町１丁目３番８号 

中央大通ＦＮビル内 

０６－６９４９－５４１８ 

午前９時より午後５時 

 

１１．非常災害対策                             

 １ 施設管理者は、自然災害、火災、その他の防災対策について、計画的な防

災訓練と設備改善を図り、利用者の安全に対して万全を期します。 

 ２ 前項の実施について少なくとも年２回以上の避難訓練を行います。うち 1

回は夜間又は夜間想定とします。 
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１２．事故発生の防止及び発生時の対応                        

 １ 施設は、事故の発生またはその再発を防止するため、次の各号に定める措

置を講じます。 

（１） 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載され

た事故発生防止のための指針を整備します。  

（２） 事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が生じた場

合、当該事実が報告され、その分析に通じた改善策を職員に周知徹底

する体制を整備します。 

（３） 事故発生防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行いま

す。 

（４） 事故発生または再発防止に関する担当者を選定しています。 

             担当者 介護長 市丸 直樹（リスクマネジャー） 

 ２ 施設は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速

やかに市町村、利用者の家族、その他関係機関に連絡を行うとともに必要な

措置を講じます。 

 ３ 施設は、前項の状況及び事故に際して採った処置を記録します。 

 ４ 施設は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を速やかに行います。 


